
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム料金表
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【要介護度②】 （単位：円）
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介護職員処遇改善加算 8.3％、介護職員
等特定処遇改善加算 2.7％、介護職員等
ベースアップ等支援加算1.6%

※「LIFE加算」（科学的介護推進・自立
支援促進・個別機能訓練・褥瘡マネジメ
ント・ADL維持等・口腔衛生管理・排せ
つ支援）と「個別加算」は別途
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特別養護老人ホーム石川県八田ホーム料金表
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令和4年10月1日施行
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特別養護老人ホーム石川県八田ホーム料金表
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特別養護老人ホーム石川県八田ホーム料金表
【事業所番号　１７７０１００６９９】

令和4年10月1日施行

【各種加算】（関係分のみ）

単位数

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 40/単位

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50/単位
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自立支援促進加算

※
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加
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歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生
等の管理に係る計画が作成されていること、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔
衛生等の管理を月２回以上行うこと、歯科衛生士が介護職員からの相談等に必要に応じ対応している場合
に算定。

褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（Ⅱ）

入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、その結果を厚生労働省に提出していること、
褥瘡発生リスクがある入所者に褥瘡ケア計画を作成していること、３月に1回褥瘡ケア計画を見直ししてる場
合に算定

褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（Ⅰ）

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定し、個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に
当たって、その情報を有効に活用している場合に算定

個別機能訓練加算（Ⅱ）

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の要件に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出してい
る場合に算定

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の要件を満たし、評価の結果、褥瘡発生リスクのある入所者に褥瘡の発生がない
場合に算定

医師が入所者ごとに、自立支援のために医学的評価を入所時に行う。その結果自立支援のための対応は
必要であるとされた入所者に、自立支援に係る支援計画を策定し支援計画に従ったケアを実施している場合
に算定

入所者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して６月目においてBarthal Indexを適切に評価
できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出し、評価対象入所者等の調整
済ADL利得を平均して得た値が１以上である場合に算定

排せつ支援加算(Ⅰ)の要件を満たし、排尿・排便の状態は少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪
化がない場合、かつおむつ使用ありからなしに改善している場合に算定

排せつ介護を要する入所者ごとに、施設入所時に要介護状態の軽減の見込みについて評価するとともに、６
月に１回評価を行いその結果を厚生労働省に提出する、要介護状態の軽減が見込まれる者について支援
計画を作成し実施、３月に１回支援計画の見直しを行っている場合に算定

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体
制が整備されていること。

サービス内容略称 備　考

入所者ごとのADL値、利用状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的
な情報を厚生労働省に提出している場合に算定

医療機関への入院又は外泊をした場合（月６日間を限度）

医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合。１食６単位。

看取り介護体制があり、当該施設の場合
死亡日の前日・前々日は６８０単位　死亡日以前４～３０日は１４４単 死亡日以前４５日～３１日は７２単位

機能訓練指導員を配置し個別に訓練を行った場合

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回って配置した場合

処遇改善加算、特定処遇改善加算に加え、介護職員の賃金改善、他職員の処遇改善を図るために創設さ
れた加算。処遇改善加算を算定していること、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等
のベースアップ等に使用使用することを要件とする。

口腔衛生管理加算（Ⅱ）
口腔衛生加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容当を厚生労働省に提出し、その情
報を有効に活用している場合に算定

ADL維持等加算（Ⅰ）

ADL維持等加算（Ⅱ)
ADL維持等加算(Ⅰ)の要件を満たし、評価対象入居者等の調整済ADL利得を平均して得た値が２以上であ
る場合に算定

排せつ支援加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

入院・外泊時費用

常勤の看護師を１名以上配置

看護体制加算（Ⅱ）ロ
看護職員数が常勤換算方法で利用者数が２５又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ施設基準数に
１を加えた数以上配置した場合

排せつ支援加算（Ⅱ)
排せつ支援加算(Ⅰ)の要件を満たし、排尿・排便の状態は少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪
化がない場合、又はおむつ使用ありからなしに改善している場合に算定

排せつ支援加算（Ⅲ）

介護職員等ベースアップ等支援加算
（介護老人福祉施設加算率＝1.6％）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
(介護老人福祉施設加算率＝8.4%)

介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るために創設された加算。国の定める「キャリアパス要件」
「職場環境等要件」を満たした場合

看護体制加算（Ⅰ）ロ

※LIFE（科学的介護情報システム）とは、介護施設で行っているケアの内容・計画や利用者の状態などをインターネット上の公式サイト
から一定の様式で入力すると、その結果が厚労省で分析されてフィードバックされるという仕組みです。介護施設ではこれを活用してケ
アの質の向上に取り組むことができるとされています。
【参考】厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

安全対策体制加算

個
別
加
算

療養食加算

経口維持加算Ⅰ
摂食障害や誤嚥を有する利用者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、多職種が共同で観察及び
会議を行い経口維持計画書を作成し、管理栄養士等が栄養管理を実施した場合

経口維持加算Ⅱ

初期加算（入所から３０日以内の期間、３０日以上の入院後再入所も同様）

経口維持加算Ⅰ算定かつ、協力歯科医療機関の歯科医師等が会議等に参加した場合

体
制
加
算

初期加算

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ

栄養マネジメント強化加算

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50で除して得た数以上配置すること、低栄養状態のリスクが高
い入所者に栄養ケア計画に従いミールラウンドを週３回以上行い栄養状態や嗜好を踏まえた食事の調整を
実施すること、低栄養状態リスクが低い入所者にも状態変化を把握し問題がある場合は早期に対応するこ
と、入所者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、その情報を有効に
活用している場合に算定。

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
(介護老人福祉施設加算率＝2.8%)

現行の介護職員処遇改善加算を算定、「職場環境等要件」に対して複数の取り組みを行っている、取組につ
いて見えるかを行っている、以上３つの要件を満たした場合

日常生活継続支援加算
新規入所者総数の要介護４～５の割合が７０%以上、又は認知症自立度Ⅲの者が６５%以上 介護福祉士資
格を持つ職員一定数以上

個別機能訓練加算（Ⅰ）


